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養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
養
護
者
に
対
 
 

す
る
支
援
等
 
 

H
 
市
町
村
は
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
 
 
 

及
び
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
 
 
 

の
保
護
の
た
め
、
高
齢
者
及
び
養
護
者
に
対
し
て
、
 
 
 

相
談
、
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
六
 
 
 

条
関
係
）
 
 

日
 
暮
謹
書
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
 
 
 

る
高
齢
者
を
発
見
し
た
者
は
、
当
該
高
齢
者
の
生
命
 
 
 

又
は
身
体
に
重
大
な
危
険
が
生
じ
て
い
る
場
合
は
、
 
 
 

速
や
か
に
、
こ
れ
を
市
町
村
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
 
 
 

ら
な
い
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
該
当
し
な
い
者
も
、
速
 
 
 

や
か
に
、
市
町
村
に
通
報
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
 
 
 

な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
七
粂
関
係
）
 
 

団
 
市
町
村
は
、
H
に
よ
る
通
報
又
は
高
齢
者
か
ら
の
 
 
 

養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
旨
の
届
出
を
 
 
 

受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
高
齢
者
の
安
全
 
 
 

の
確
認
そ
の
他
当
該
通
報
又
は
届
出
に
係
る
事
実
の
 
 
 

確
認
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
老
人
福
 
 
 

祉
法
に
規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
介
護
 
 
 

保
険
法
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
地
域
包
括
支
援
 
 
 

セ
ン
タ
ー
そ
の
他
関
係
機
関
、
民
間
団
体
等
と
そ
の
 
 
 

対
応
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
九
条
 
 
 

第
一
項
及
び
第
〓
ハ
条
関
係
）
 
 

廟
 
市
町
村
又
は
市
町
村
長
は
、
出
に
よ
る
通
報
又
は
 
 
 

畠
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
報
又
は
届
 
 
 

出
に
係
る
高
齢
者
に
対
す
る
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
 
 
 

虐
待
の
防
止
及
び
当
該
高
齢
者
の
保
護
が
図
ら
れ
る
 
 
 

よ
う
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
よ
り
生
命
又
 
 
 

は
身
体
に
重
大
な
危
険
が
生
じ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
 
 
 

る
と
認
め
ら
れ
る
高
齢
者
を
一
時
的
に
保
護
す
る
た
 
 
 

め
迅
速
に
老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
老
人
短
期
入
所
 
 
 

施
設
等
に
入
所
さ
せ
る
等
、
適
切
に
、
同
法
第
一
〇
 
 
 

条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
一
一
条
第
一
項
の
規
定
 
 
 

に
よ
る
措
置
を
講
じ
、
又
は
、
適
切
に
、
同
法
第
三
 
 
 

二
条
の
規
定
に
よ
り
審
判
の
請
求
を
す
る
こ
と
と
し
 
 
 

た
。
（
第
九
条
第
二
項
関
係
）
 
 

如
 
市
町
村
長
は
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
よ
 
 
 

り
高
齢
者
の
生
命
又
は
身
体
に
重
大
な
危
険
が
生
じ
 
 
 

て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
 
 
 

が
設
置
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
そ
の
 
 
 

他
の
高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
 
 
 

員
を
し
て
、
当
該
高
齢
者
の
住
所
又
は
居
所
に
立
ち
 
 
 

入
り
、
必
要
な
調
査
又
は
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
 
 
 

き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
t
条
第
一
項
関
係
）
 
 

◇
郵
政
民
営
化
法
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
 
 
 

（
政
令
第
三
三
八
号
）
（
内
閣
官
房
）
 
 
 

郵
政
民
営
化
法
（
平
成
t
七
年
法
律
第
九
七
号
）
附
則
 
 

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
一
 
 

七
年
〓
月
一
〇
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
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－
 
 

5
 
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
 
 
 

等
 
 
 

H
 
養
介
護
施
設
の
設
置
者
又
は
養
介
護
事
業
を
行
う
 
 
 

者
は
、
養
介
護
施
設
従
事
者
等
の
研
修
の
実
施
、
当
 
 
 

該
董
介
護
施
設
に
入
所
し
、
そ
の
他
当
該
養
介
護
施
 
 

設
を
利
用
し
、
又
は
当
該
董
介
護
事
業
に
係
る
サ
ー
 
 
 

ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
高
齢
者
及
び
そ
の
家
族
か
ら
 
 

の
苦
情
の
処
理
の
休
制
の
整
備
そ
の
他
の
董
介
護
施
 
 

設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
 
 

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
〇
条
関
係
）
 
 
 

日
 
暮
介
護
施
設
従
事
者
等
は
、
当
該
董
介
護
施
設
従
 
 
 

事
者
等
が
そ
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
圭
介
議
席
設
 
 

又
は
養
介
護
事
業
（
当
該
墓
介
護
施
設
の
設
置
者
若
 
 

し
く
は
当
該
重
介
護
事
業
を
行
う
暑
が
設
置
す
る
毒
 
 
 

介
護
施
設
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
行
う
董
介
護
事
業
を
 
 

含
む
。
）
 
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
董
介
護
施
設
 
 

従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
 
 

る
高
齢
者
を
発
見
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
 
 
 

を
市
町
村
電
通
托
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
 
 

た
。
（
第
二
t
条
第
一
項
関
係
）
 
 

6
 
こ
の
法
律
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
 
 
 

る
こ
と
と
し
た
。
 
 

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
 
 

援
等
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 
 

御
 
名
 
 
御
 
璽
 
 

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
 
 

内
閣
総
理
大
臣
 
小
泉
純
一
郎
 
 
 

法
律
第
百
二
十
四
号
 
 

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
 
 

る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
 
 

目
次
 
 
 

第
〓
早
 
総
則
（
第
一
条
－
第
五
条
）
 
 
 

第
二
奉
 
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
養
護
 
 

者
に
対
す
る
支
援
等
（
第
六
条
－
第
十
九
条
）
 
 
 

第
三
章
 
重
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
 
 

の
防
止
等
（
第
二
十
条
－
第
二
十
五
条
）
 
 
 

第
四
章
 
雑
則
（
第
二
十
六
条
－
第
二
十
八
条
）
 
 
 

第
五
章
 
罰
則
（
第
二
十
九
条
・
第
三
十
条
）
 
 
 

附
則
 
 

第
〓
早
 
総
則
 
 
 

（
目
的
）
 
 

第
一
条
 
こ
の
法
律
は
、
高
齢
者
に
対
す
る
虐
待
が
深
刻
 
 
 

な
状
況
に
あ
り
、
高
齢
者
の
尊
慮
の
保
持
に
と
っ
て
高
 
 
 

齢
者
に
対
す
る
虐
待
を
防
止
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
 
 
 

で
あ
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
等
 
 
 

に
関
す
る
国
等
の
責
務
、
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
 
 
 

者
に
対
す
る
保
護
の
た
め
の
措
置
、
養
護
者
の
負
担
の
 
 
 

軽
減
を
図
る
こ
と
等
の
養
護
者
に
対
す
る
養
護
者
に
よ
 
 
 

る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
に
資
す
る
支
援
（
以
下
「
養
護
 
 
 

者
に
対
す
る
支
援
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
措
置
等
を
定
 
 
 

め
る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
養
護
者
に
 
 
 

対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
施
策
を
促
進
し
、
も
っ
て
高
 
 
 

齢
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
 
 
 

る
。
 
 
 

（
定
義
）
 
 

第
二
条
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
高
齢
者
」
 
と
は
、
六
十
 
 
 

五
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 
 

2
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
養
護
者
」
と
は
、
高
齢
者
を
 
 
 

現
に
養
護
す
る
看
で
あ
っ
て
重
介
護
施
設
従
事
者
等
 
 
 

（
第
五
項
第
二
号
の
施
設
の
業
務
に
従
事
す
る
者
及
び
 
 
 

同
項
第
二
号
の
事
業
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
者
を
 
 
 

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
を
い
う
。
 
 
 

律
 
 

法
 
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
高
齢
者
虐
待
」
と
は
、
養
護
 
 

者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
及
び
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
 
 

よ
る
高
齢
者
虐
待
を
い
う
。
 
 
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
」
 
 

と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
い
う
。
 
 

t
 
養
護
者
が
そ
の
養
護
す
る
高
齢
者
に
つ
い
て
行
う
 
 
 

次
に
掲
げ
る
行
為
 
 
 

イ
 
高
齢
者
の
身
体
に
外
傷
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
 
 

お
そ
れ
の
あ
る
暴
行
を
加
え
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
高
齢
者
を
衰
弱
さ
せ
る
よ
う
な
著
し
い
減
食
又
 
 

は
長
時
間
の
放
置
、
養
護
者
以
外
の
同
居
人
に
よ
 
 

る
イ
、
ハ
又
は
こ
に
掲
げ
る
行
為
と
同
様
の
行
為
 
 

の
放
置
等
養
護
を
著
し
く
怠
る
こ
と
。
 
 
 

ハ
 
高
齢
者
に
対
す
る
著
し
い
暴
言
又
は
著
し
く
拒
 
 

絶
的
な
対
応
そ
の
他
の
高
齢
者
に
著
し
い
心
理
的
 
 

外
傷
を
与
え
る
言
動
を
行
う
こ
と
。
 
 
 

二
 
高
齢
者
に
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
す
る
こ
と
又
は
 
 

高
齢
者
を
し
て
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
さ
せ
る
こ
 
 

と
。
 
 

二
 
葉
護
音
叉
は
高
齢
者
の
親
族
が
当
該
高
齢
者
の
財
 
 
 

産
を
不
当
に
処
分
す
る
こ
と
そ
の
他
当
該
高
齢
者
か
 
 
 

ら
不
当
に
財
産
上
の
利
益
を
得
る
こ
と
。
 
 
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
 
 

る
高
齢
者
虐
待
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
 
 

行
為
を
い
う
。
 
 

一
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
 
 
 

号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
施
設
若
し
 
 
 

く
は
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
 
 
 

人
ホ
ー
ム
又
は
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
 
 
 

二
十
三
号
）
第
八
条
第
t
一
十
項
に
規
定
す
る
地
域
密
 
 
 

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
同
条
第
二
十
四
項
に
規
 
 
 

定
す
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
同
条
第
二
十
五
項
に
 
 
 

規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
、
同
条
第
二
十
六
項
 
 
 

に
規
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
若
し
く
は
同
法
 
 
 

第
百
十
五
条
の
三
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
 
 
 

括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
重
介
護
施
設
」
と
い
う
J
 
 
 

の
業
務
に
従
事
す
る
暑
が
、
当
該
葺
介
護
施
設
に
入
 
 
 

所
し
、
そ
の
他
当
該
養
介
護
施
設
を
利
用
す
る
高
齢
 
 
 

者
に
つ
い
て
行
う
次
に
掲
げ
る
行
為
 
 
 

イ
 
高
齢
者
の
身
体
に
外
傷
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
 
 

お
そ
れ
の
あ
る
暴
行
を
加
え
る
こ
と
。
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ホ
 
高
齢
者
の
財
産
を
不
当
に
処
分
す
る
こ
と
そ
の
 
 

他
当
該
高
齢
者
か
ら
不
当
に
財
産
上
の
利
益
を
得
 
 

る
こ
と
。
 
 
 

二
 
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
老
 
 

人
居
宅
生
活
支
援
事
業
又
は
介
護
保
険
法
第
八
条
第
 
 
 

一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
条
第
十
 
 

四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
 
 

条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
、
 
 

同
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
 
 

サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
 
 
 

密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
若
し
く
は
同
条
第
 
 
 

十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
事
業
（
以
下
「
毒
 
 
 

介
護
事
業
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
 
 
 

書
が
、
当
該
董
介
護
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
 
 
 

を
受
け
る
高
齢
者
に
つ
い
て
行
う
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
 
 

で
に
掲
げ
る
行
為
 
 
 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
休
の
責
務
等
）
 
 

第
三
姦
 
国
及
び
地
方
公
共
団
休
は
、
高
齢
者
虐
待
の
防
 
 
 

止
、
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
迅
速
か
つ
適
切
 
 
 

な
保
護
及
び
適
切
な
養
護
者
に
対
す
る
支
援
を
行
う
た
 
 
 

め
、
関
係
省
庁
相
互
間
そ
の
他
関
係
機
関
及
び
民
間
団
 
 
 

体
の
間
の
連
携
の
強
化
、
民
間
団
体
の
支
援
そ
の
他
必
 
 
 

要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
 
 
 

び
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
保
護
並
び
に
養
護
 
 
 

者
に
対
す
る
支
援
が
専
門
的
知
識
に
基
づ
き
適
切
に
行
 
 
 

わ
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
職
務
に
携
わ
る
専
門
的
な
人
 
 
 

材
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
 
 
 

の
職
員
の
研
修
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
 
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
 
 
 

び
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
保
護
に
資
す
る
た
 
 
 

め
、
高
齢
者
虐
待
に
係
る
通
報
義
務
、
人
権
侵
犯
事
件
 
 
 

に
係
る
救
済
制
度
等
に
つ
い
て
必
要
な
広
報
そ
の
他
の
 
 
 

啓
発
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

ロ
 
高
齢
者
を
衰
弱
さ
せ
る
よ
う
な
著
し
い
減
食
又
 
 
 

は
長
時
間
の
放
置
そ
の
他
の
高
齢
者
を
養
護
す
べ
 
 
 

き
職
務
上
の
義
務
を
著
し
く
怠
る
こ
と
。
 
 

ハ
 
高
齢
者
に
対
す
る
著
し
い
暴
言
又
は
著
し
く
拒
 
 
 

絶
的
な
対
応
そ
の
他
の
高
齢
者
に
著
し
い
心
理
的
 
 
 

外
傷
を
与
え
る
言
動
を
行
う
こ
と
。
 
 

二
 
高
齢
者
に
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
す
る
こ
と
又
は
 
 

高
齢
者
を
し
て
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
ぎ
せ
る
こ
 
 
 

と
。
 
 

（
国
民
の
責
務
）
 
 

第
四
条
 
国
民
は
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
養
護
者
に
対
 
 
 

す
る
支
援
等
の
重
要
性
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
 
 
 

も
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
講
ず
る
高
齢
者
虐
待
 
 
 

の
防
止
、
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
の
た
め
の
施
策
に
 
 
 

協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
高
齢
者
虐
待
の
早
期
発
見
等
）
 
 

第
五
条
 
重
介
護
施
設
、
病
院
、
保
健
所
そ
の
他
高
齢
者
 
 
 

の
福
祉
に
業
務
上
関
係
の
あ
る
団
体
及
び
董
介
護
施
設
 
 
 

従
事
者
等
、
医
師
、
保
健
師
、
弁
蕎
士
そ
の
他
高
齢
者
 
 
 

の
福
祉
に
職
務
上
関
係
の
あ
る
者
は
、
高
齢
者
虐
待
を
 
 
 

発
見
し
や
す
い
立
場
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
高
齢
者
 
 
 

虐
待
の
早
期
発
見
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
 
 
 

講
ず
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
啓
発
活
動
及
び
 
 
 

高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
保
護
の
た
め
の
施
策
 
 
 

に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

第
二
董
 
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
 
 

養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
 
 
 

（
相
談
、
指
導
及
び
助
言
）
 
 

第
六
条
 
市
町
村
は
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
 
 
 

止
及
び
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
 
 
 

の
保
護
の
た
め
、
高
齢
者
及
び
養
護
者
に
対
し
て
、
相
 
 
 

談
、
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
係
る
通
報
等
）
 
 

第
七
条
 
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
 
 
 

れ
る
高
齢
者
を
発
見
し
た
者
は
、
当
該
高
齢
者
の
生
命
 
 
 

又
は
身
体
に
重
大
な
危
険
が
生
じ
て
い
る
場
合
は
、
速
 
 
 

や
か
に
、
こ
れ
を
市
町
村
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 
 

。
 
 

2
 
前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
 
 
 

者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
高
齢
者
を
発
見
し
た
者
 
 
 

は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
市
町
村
に
通
報
す
る
よ
う
努
 
 
 

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
 
の
秘
密
漏
 
 
 

示
罪
の
規
定
そ
の
他
の
守
秘
義
務
に
関
す
る
法
律
の
規
 
 
 

定
は
、
前
l
頑
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
す
る
こ
と
を
妨
 
 
 

げ
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

第
八
姦
 
市
町
村
が
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
 
 
 

定
に
よ
る
通
報
又
は
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
を
 
 
 

受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
報
又
は
届
出
を
受
 
 
 

け
た
市
町
村
の
職
員
は
、
そ
の
職
務
上
知
り
得
た
事
項
 
 
 

で
あ
っ
て
当
該
通
報
又
は
届
出
を
し
た
者
を
特
定
さ
せ
 
 
 

る
も
の
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
通
報
等
を
受
け
た
場
合
の
措
置
）
 
 

第
九
条
 
市
町
村
は
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
 
 
 

の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
高
齢
者
か
ら
の
養
護
者
に
よ
 
 
 

る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
旨
の
届
出
を
受
け
た
と
き
 
 
 

は
、
速
や
か
に
、
当
該
高
齢
者
の
安
全
の
確
認
そ
の
他
 
 
 

当
該
通
報
又
は
届
出
に
係
る
事
実
の
確
認
の
た
め
の
措
 
 
 

置
を
話
ず
る
と
と
も
に
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
 
 
 

該
市
町
村
と
連
携
協
力
す
る
老
（
以
下
「
高
齢
者
虐
待
 
 
 

対
応
協
力
者
」
と
い
う
J
と
そ
の
対
応
に
つ
い
て
協
議
 
 
 

を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

2
 
市
町
村
又
は
市
町
村
長
は
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
 
 
 

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
前
項
に
規
定
す
る
 
 
 

届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
報
又
は
届
出
に
係
 
 
 

る
高
齢
者
に
対
す
る
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
 
 
 

止
及
び
当
該
高
齢
者
の
保
護
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
養
護
 
 
 

者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
よ
り
生
命
又
は
身
体
に
重
大
 
 
 

な
危
険
が
生
じ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
 
 
 

高
齢
者
を
一
時
的
に
保
護
す
る
た
め
迅
速
に
老
人
福
祉
 
 
 

法
第
二
十
条
の
三
に
規
定
す
る
老
人
短
期
入
所
施
設
等
 
 
 

に
入
所
さ
せ
る
等
、
適
切
に
、
同
法
第
十
条
の
四
第
一
 
 
 

項
若
し
く
は
第
十
一
条
第
t
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
 
 
 

講
じ
、
又
は
、
適
切
に
、
同
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
 
 
 

よ
り
審
判
の
請
求
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
居
室
の
確
保
）
 
 

第
十
条
 
市
町
村
は
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
 
 
 

け
た
高
齢
者
に
つ
い
て
老
人
福
祉
法
第
十
条
の
四
第
一
 
 
 

項
第
三
号
又
は
第
十
一
条
第
一
項
第
t
号
若
し
く
は
第
 
 
 

二
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
る
た
め
に
必
要
な
居
室
 
 
 

を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
立
入
調
査
）
 
 

第
十
一
条
 
市
町
村
長
は
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
 
 
 

に
よ
り
高
齢
老
の
生
命
又
は
身
体
に
重
大
な
危
険
が
生
 
 
 

じ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
介
護
保
 
 
 

険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
 
 
 

置
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
そ
の
他
の
高
 
 
 

齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
を
し
 
 
 

て
、
当
該
高
齢
者
の
住
所
又
は
居
所
に
立
ち
入
り
、
必
 
 
 

要
な
調
査
又
は
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
及
び
調
査
又
は
質
問
を
 
 
 

行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
 
 
 

示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
 
 
 

は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
及
び
調
査
又
は
質
問
 
 
 

を
行
う
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
 
 
 

の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
警
察
署
長
に
対
す
る
援
助
要
請
等
）
 
 

第
十
〓
条
 
市
町
村
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
 
 
 

立
入
り
及
び
調
査
又
は
質
問
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
 
 
 

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
職
務
の
執
行
に
際
し
必
要
が
あ
 
 
 る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
高
齢
者
の
住
所
又
は
居
所
 
 
 

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
対
し
援
助
を
求
め
 
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
市
町
村
長
は
、
高
齢
者
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
の
 
 
 

確
保
に
万
全
を
期
す
る
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
適
切
 
 
 

に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
署
長
に
対
し
援
助
を
求
 
 
 

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
警
察
署
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
の
求
め
 
 
 

を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
高
齢
者
の
生
命
又
は
身
体
 
 
 

の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
速
 
 
 

や
か
に
、
所
属
の
警
察
官
に
、
同
項
の
職
務
の
執
行
を
 
 
 

援
助
す
る
た
め
に
必
要
な
警
察
官
職
務
執
行
法
（
昭
和
 
 
 

二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
定
 
 
 

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
 
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
面
会
の
制
限
）
 
 

第
十
三
粂
 
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
 
 
 

者
に
つ
い
て
老
人
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
又
 
 
 

は
第
三
号
の
措
置
が
採
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
市
 
 
 

町
村
長
又
は
当
該
措
置
に
係
る
壷
介
護
施
設
の
長
は
、
 
 
 

養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
当
該
高
齢
者
 
 
 

の
保
護
の
観
点
か
ら
、
当
該
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
 
 
 

待
を
行
っ
た
養
護
者
に
つ
い
て
当
該
高
齢
者
と
の
面
会
 
 
 

を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

（
養
護
者
の
支
援
）
 
 

第
十
四
条
 
市
町
村
は
、
第
六
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
 
 
 

か
、
養
護
者
の
負
担
の
軽
減
の
た
め
、
養
護
者
に
対
す
 
 
 

る
相
談
、
指
導
及
び
肋
言
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
 
 
 

る
も
の
と
す
る
。
 
 

2
 
市
町
村
は
、
前
項
の
措
置
と
し
て
、
養
護
者
の
心
身
 
 
 

の
状
態
に
照
ら
し
そ
の
養
護
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
 
 
 

め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
高
齢
者
が
短
 
 
 

期
間
養
護
を
受
け
る
た
め
に
必
要
と
な
る
居
室
を
確
保
 
 
 

す
る
た
め
の
措
置
を
罰
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
専
門
的
に
従
事
す
る
職
員
の
確
保
）
 
 

第
十
五
条
 
市
町
村
は
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
 
 
 

防
止
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
 
 
 

の
保
護
及
び
養
護
者
に
対
す
る
支
援
を
適
切
に
実
施
す
 
 
 

る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
事
務
に
専
門
的
に
従
事
す
る
職
 
 
 

員
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
連
携
協
力
体
制
）
 
 

第
十
六
条
 
市
町
村
は
、
蓑
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
 
 
 

防
止
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
 
 
 

の
保
護
及
び
養
護
者
に
対
す
る
支
援
を
適
切
に
実
施
す
 
 
 

る
た
め
、
老
人
福
祉
法
第
t
‡
・
条
の
七
の
二
第
一
項
に
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規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
介
護
保
険
法
第
 
 
 

百
十
五
条
の
三
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
ケ
設
置
さ
れ
 
 
 

た
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
関
係
機
関
、
民
間
 
 
 

団
体
等
と
の
連
携
協
力
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
 
 
 

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
 
 
 

虐
待
に
い
つ
で
も
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
 
 
 

う
、
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
事
務
の
委
託
）
 
 

第
十
七
条
 
市
町
村
は
、
高
齢
者
虐
待
対
応
協
力
者
の
う
 
 
 

ち
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
 
 
 

る
相
談
、
指
導
及
び
助
言
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
 
 
 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
第
九
条
第
一
項
に
規
 
 
 

定
す
る
届
出
の
受
理
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
高
齢
者
 

安
全
の
確
認
そ
の
他
通
報
又
は
届
出
に
係
る
事
実
の
確
 
 
 

認
の
た
め
の
措
置
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
 
 
 

よ
る
養
護
者
の
負
担
の
軽
減
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
 
 
 

事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
高
齢
者
虐
待
対
 
 
 

応
協
力
者
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
 
 
 

れ
ら
の
看
で
あ
っ
た
者
は
J
正
当
な
理
由
な
し
に
、
そ
 
 
 

の
委
託
を
受
け
た
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
 
 
 

ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
 
 
 

二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
第
九
条
第
一
項
に
規
定
 
 
 

す
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
高
 
 
 

齢
者
虐
待
対
応
協
力
者
が
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
 
 
 

二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
第
九
条
第
一
項
に
規
定
 
 
 

す
る
届
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
通
報
又
は
届
出
 
 
 

を
受
け
た
高
齢
者
虐
待
対
応
協
力
者
又
は
そ
の
役
員
若
 
 
 

し
く
は
職
員
は
、
そ
の
職
務
上
知
り
得
た
事
項
で
あ
っ
 
 
 

て
当
該
通
報
又
は
届
出
を
し
た
者
を
特
定
さ
せ
る
も
の
 
 
 

を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
周
知
）
 
 

第
十
八
条
 
市
町
村
は
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
 
 
 

防
止
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
 
 
 

る
通
報
又
は
第
九
粂
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
の
受
 
 
 

理
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
 
 
 

保
護
、
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
事
務
に
つ
 
 
 

い
て
の
窓
口
と
な
る
部
局
及
び
高
齢
者
虐
待
対
応
協
力
 
 
 

者
の
名
称
を
明
示
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
当
該
部
局
及
 
 
 

び
高
齢
者
虐
待
対
応
協
力
者
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
 
 
 

ら
な
い
。
 
 
 

（
都
道
府
県
の
援
助
等
）
 

第
十
九
条
 
都
道
府
県
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
市
町
 
 
 

村
が
行
う
措
置
の
実
施
に
閲
し
、
市
町
村
相
互
周
の
連
 
 
 

絡
調
整
、
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
 
 
 

な
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

2
 
都
道
府
県
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
 
 
 

う
措
置
の
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
 
 
 

と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
に
対
し
、
必
要
な
助
言
を
 
 
 

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

第
ニ
；
早
 
葉
介
讃
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
 
 

虐
待
の
防
止
等
 
 
 

（
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
 
 
 

等
の
た
め
の
措
置
）
 
 

第
二
十
条
 
養
介
護
施
設
の
設
置
者
文
は
董
介
護
事
業
を
 
 
 

行
う
者
は
、
糞
介
護
施
設
従
事
者
等
の
研
修
の
実
施
、
 
 
 

当
該
義
介
護
施
設
に
入
所
し
、
そ
の
他
当
該
養
介
護
施
 
 
 

設
を
利
用
し
、
又
は
当
該
養
介
護
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
 
 
 

ス
の
提
供
を
受
け
る
高
齢
者
及
び
そ
の
豪
族
か
ら
の
苦
 
 
 

情
の
処
理
の
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
養
介
護
施
設
従
事
 
 
 

者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
を
 
 
 

講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
係
る
 
 
 

通
報
等
）
 
 

第
二
十
一
条
 
葉
介
護
施
設
従
事
者
等
は
、
当
該
羞
介
青
 
 
 

鬼
設
従
事
者
等
が
そ
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
葉
介
護
 
 
 

施
設
又
は
農
介
護
事
業
（
当
該
重
介
護
施
設
の
設
置
者
 
 
 

若
し
く
は
当
該
養
介
護
事
業
を
行
う
暑
が
設
置
す
る
養
 
 
 

介
護
施
設
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
行
う
圭
介
護
事
業
を
含
 
 
 

む
。
）
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
養
介
護
施
設
従
事
者
 
 
 

等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
高
齢
者
 
 
 

を
発
見
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
 

通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
養
介
護
施
設
従
事
者
 
 
 

等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
高
齢
者
 
 
 

を
発
見
し
た
者
は
、
当
該
高
齢
者
の
生
命
又
は
身
体
に
 
 
 

重
大
な
危
険
が
生
じ
て
い
る
場
合
は
、
速
や
か
に
、
こ
 
 
 

れ
を
市
町
村
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
墓
介
護
施
設
従
事
 
 
 

者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
高
齢
 
 
 

者
を
発
見
し
た
者
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
市
町
村
に
 
 
 

通
報
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

4
 
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
 
 
 

た
高
齢
者
は
、
そ
の
旨
を
市
町
村
に
届
け
出
る
こ
と
が
 
 
 

で
き
る
。
 
 

5
 
第
十
八
粂
の
規
定
は
、
第
一
項
か
ら
第
l
ニ
項
ま
で
の
 
 
 

規
定
に
よ
る
通
報
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
 
 
 

理
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
周
知
に
つ
い
て
 
 
 

準
用
す
る
。
 
 

6
 
刑
法
の
秘
密
漏
示
罪
の
規
定
そ
の
他
の
守
秘
義
務
に
 
 
 

関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
 
 
 

規
定
に
よ
る
通
報
（
虚
偽
で
あ
る
も
の
及
び
過
失
に
よ
 
 
 

る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
J
を
す
る
こ
と
 
 
 

を
妨
げ
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

7
 
養
介
護
施
設
従
事
者
等
は
、
第
一
噴
か
ら
第
三
項
ま
 
 
 

で
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
 
 
 

解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
。
 
 

第
二
十
二
条
 
市
町
村
は
、
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
 
 
 

で
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
 
 
 

る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
 
 
 

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
通
報
又
は
届
出
に
係
る
董
介
護
 
 
 

施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
関
す
る
事
項
 
 
 

を
、
当
該
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
 
 
 

に
係
る
養
介
護
施
設
又
は
当
該
蓬
介
護
施
設
従
事
者
等
 
 
 

に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
係
る
善
介
護
事
業
の
事
業
所
の
 
 
 

所
在
地
の
都
道
府
県
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
前
項
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
 
 
 

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
 
 
 

指
定
都
市
及
び
同
法
第
t
一
百
五
十
二
条
の
t
一
十
二
第
一
 
 
 

項
の
中
核
市
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
 
 
 

場
合
を
除
き
、
適
用
し
な
い
。
 
 

第
二
十
三
条
 
市
町
村
が
第
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
 
 
 

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
 
 
 

に
よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
報
 
 
 

又
は
届
出
を
受
け
た
市
町
村
の
職
員
は
、
そ
の
職
務
上
 
 
 

知
り
得
た
事
項
で
あ
っ
て
当
該
通
報
又
は
届
出
を
し
た
 
 
 

者
を
特
定
さ
せ
る
も
の
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
都
 
 
 

道
府
県
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
 
 
 

場
合
に
お
け
る
当
該
報
告
を
受
け
た
都
道
府
県
の
職
員
 
 
 

に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
 
 
 

（
通
報
等
を
受
け
た
場
合
の
措
置
）
 
 

第
二
十
四
条
 
市
町
村
が
第
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
 
 
 

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
報
若
し
く
は
同
条
第
四
項
の
 
 
 

規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
、
又
は
都
道
府
県
が
第
二
十
 
 
 

t
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
 
 
 

市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
董
介
護
施
設
の
業
 
 
 

務
又
は
巷
介
護
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
 
 
 

に
よ
り
、
当
該
通
報
又
は
届
出
に
係
る
高
齢
者
に
対
す
 
 
 

る
董
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
 
 
 

及
び
当
該
高
齢
者
の
保
護
を
図
る
た
め
、
老
人
福
祉
法
 
 
 

又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
適
切
に
行
使
 
 
 

す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
公
表
）
 
 

第
二
十
五
条
 
都
道
府
県
知
事
は
、
毎
年
度
、
養
介
護
施
 
 
 

設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
状
況
、
養
介
護
施
 
 
 

設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
が
あ
っ
た
場
合
に
 
 
 

と
っ
た
措
置
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
 
 
 

公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

第
四
章
 
雑
則
 
 
 

（
調
査
研
究
）
 
 

第
二
十
六
条
 
国
は
、
高
齢
者
虐
待
の
事
例
の
分
析
を
行
 
 
 

う
と
と
も
に
、
高
齢
者
虐
待
が
あ
っ
た
場
合
の
適
切
な
 
 
 

対
応
方
法
、
高
齢
者
に
対
す
る
適
切
な
養
護
の
方
法
そ
 
 
 

の
他
の
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
 
 
 

高
齢
者
の
保
護
及
び
養
護
者
に
対
す
る
支
援
に
資
す
る
 
 
 

事
項
に
つ
い
て
調
査
及
び
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
財
産
上
の
不
当
取
引
に
よ
る
被
害
の
防
止
等
）
 
 

第
二
十
七
粂
 
市
町
村
は
、
養
護
者
、
高
齢
者
の
親
族
又
 
 
 

は
董
介
護
施
設
従
事
者
等
以
外
の
者
が
不
当
に
財
産
上
 
 
 

の
利
益
を
得
る
目
的
で
高
齢
者
と
行
う
取
引
（
以
下
「
財
 
 
 

産
上
の
不
当
取
引
」
と
い
う
J
に
よ
る
高
齢
者
の
被
害
 
 
 

に
つ
い
て
、
相
談
に
応
じ
、
若
し
く
は
消
費
生
活
に
関
 
 
 

す
る
業
務
を
担
当
す
る
部
局
そ
の
他
の
関
係
機
関
を
紹
 
 
 

介
し
、
又
は
高
齢
者
虐
待
対
応
協
力
者
に
、
財
産
上
の
 
 
 

不
当
取
引
に
よ
る
高
齢
者
の
被
害
に
係
る
相
談
若
し
く
 
 
 

は
関
係
機
関
の
紹
介
の
実
施
を
委
託
す
る
も
の
と
す
 
 
 

る
。
 
 

2
 
市
町
村
長
は
、
財
産
上
の
不
当
取
引
の
被
害
を
受
け
、
 
 
 

又
は
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
高
齢
者
に
つ
い
て
、
適
切
 
 
 

に
、
老
人
福
祉
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
審
判
の
 
 
 

請
求
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
成
年
後
見
制
度
の
利
用
促
進
）
 
 

第
二
十
八
条
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
高
齢
者
虐
待
 
 
 

の
防
止
及
び
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
保
護
並
 
 
 

び
に
財
産
上
の
不
当
取
引
に
よ
る
高
齢
者
の
被
害
の
防
 
 
 

止
及
び
救
済
を
図
る
た
め
、
成
年
後
見
制
度
の
周
知
の
 
 
 

た
め
の
措
置
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
係
る
経
済
的
 
 
 

負
担
の
軽
減
の
た
め
の
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
 
 
 

り
、
成
年
後
見
制
度
が
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
 
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

第
五
章
 
罰
則
 
 

第
二
十
九
条
 
第
十
七
条
第
一
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
 
 
 

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
 
 
 

す
る
。
 
 

第
三
十
条
 
正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
十
一
条
第
一
項
の
 
 
 

規
定
に
よ
る
立
入
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
 
 
 

避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
 
 
 

を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
高
 
 
 

齢
者
に
答
弁
を
さ
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
さ
 
 
 

せ
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 
 

28   



宮
 
 

5  平成77年11月9日 水曜日  第4274号  

附
 
則
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 
 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
 
 

る
。
 
 

（
検
討
）
 
 
 

高
齢
者
以
外
の
老
で
あ
っ
て
精
神
上
又
は
身
体
上
の
 
 

理
由
に
よ
り
養
護
を
必
要
と
す
る
も
の
に
対
す
る
虐
待
 
 

の
防
止
等
の
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
検
 
 

討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
 
 

が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
の
 
 

た
め
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
 
 

を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
、
 
 

検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
 
 

置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

法
務
大
臣
 
杉
浦
 
正
健
 
 

厚
生
労
働
大
臣
 
川
崎
 
二
郎
 
 

内
閣
総
理
大
臣
 
小
泉
純
一
郎
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別添2  

0 介護保険法（平成九牛十二月十七日法律第百二十三号）  

（地域支援事業）  

第百十五条の三十八 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、   

要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を   

営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うもの   

とする。   

一 被保険者（第一号被保険者に限る。）の要介護状態等となることの予防又は要介護  

状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業（介護予防サービス事業及び地域  

密着型介護予防サービス事業を除く。）   

二 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれ  

ている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適  

切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業   

三 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、  

保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係  

機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総  

合的な支援を行う事業   

四 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権  

利擁護のため必要な援助を行う事業   

五 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計  

画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状   

況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域にお  

いて自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業  

2 市町村は、前項各号に掲げる事業のほか、地域支援事業として、次に掲げる事業を行   

うことができる。   

一 介護給付等に要する費用の適正化のための事業   

二 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業   

三 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活  

の支援のため必要な事業  

3 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の   

運営の状況その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。  

4 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用   
料を請求することができる。  

5 厚生労働大臣は、第一項第一号の規定により市町村が行う事業に関して、その適切か   

つ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。  

6 前各項に規定するもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、政令で定め   

る。  

（地域包括支援センター）  

第百十五条の三十九 地域包括支援センターは、前条第一項第二号から第五号までに掲げ  
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の保健医療の向上及び福祉の埠準を包帯的に支援することを目的とす廻  

2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。  

3 次条第一項の委託を受けた者は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定め   

る事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省   

令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。  

4 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとし   

て厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。  

5 地域包括支援センターの設置者（設置者が法人である場合にあっては、その役員）若   

しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知   

り得た秘密を漏らしてはならない。  

6 第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合にお   

いて、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。  

7 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定   

める。  

（実施の委託）  

第百十五条の四十 市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支   

援センターの設置者そゃ他の厚生労働省令七定める者に対し、包括的支援事業の実施を   

委託することができる。  

2 前項の規定による委託は、包括的支援事業のすべてにつき一括して行わなければなら  

．ない。  

3 前条第五項の規定は、第一項の委託を受けた者について準用する。  

4 市町村は、第百十五条の三十八第…項第一号及び第二項各号に掲げる事業の全部又は   

一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの   

設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。  
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第  号   

高齢者虐待事案通報票   

年  月   日   

0．0 市（町、村）長  殿  

警察署長田  

次のとおり高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見したので、通報します。   

発見年月 日  年  月  日   

発見の経緯  

（ふりがな）  

高  名   □男 ・ □女  

生年月 日   年  月  日生（   歳）  

齢  所  

者  話   （  ）  番  

職 業 等  

（ふりがな）  

養  名   □男 ・ ロ女  

生年月 日   年  月  日生（   歳）  

護  所  ロ高齢者と同じ  

□その他（  ）  

話   
（  ）  者  番  

職 業 等  

等  

関  係  ロその他親族（  ）  

□その他（  ）   

虐  行為類型   □身体的虐待 口養護の著しい怠り 口心理的虐待   

待  ロ性的虐待  口経済的虐待  

の  

状  

況  

参 考 事 項  

担当者・連絡先  警察署  課  

電話（   ）  番 内線   
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高齢者虐待事案通報票記載に当たっての留意事項   

1 「発見年月日」欄   

高齢者虐待事案を認知した日を記載すること。高齢者虐待とは無関係な相談とし   

て対応している過程で、高齢者虐待事案であることが判明した場合については、初   

回の相談受理日ではなく、高齢者虐待事案ではないかとの認識が警察において生じ   

た日を発見年月日とすること。  

2 「発見の経緯」欄   

通報者を秘匿する必要がある場合には、「施設関係者からの通報」等と記載する   

などにより、通報者氏名は記載しないこととして差し支えない。  

3 「高齢者」欄   

被害高齢者から聴取できない場合は、親族等から聴取するなどにより記載するこ   

と。  

4 「養護者等」欄   

加害者が養護者に当たるかどうか判明しない場合や加害者が養護者に当たらない   

親族である場合についても、「養護者等」欄に記載すること。   

酉己偶者には、事実上の婚姻関係にある場合を含む。同棲相手や交際相手は、配偶   

者には含まないので、これらが加害者である場合には、「□その他（ ）」に   

チェックし、（）内に「同棲相手」「交際相手」と記載すること。   

養介護施設従事者等による高齢者虐待（法第2条第5項第1号及び同項第2号）   

の場合は、「□その他（）」にチェックし、（）内には「介護職員」「看護師」   

「ホームヘルパー」等簡潔に記載し、加害者の所属する施設や派遣元事業者等の名   

称等については「虐待の内容」欄の記載内容の中に盛り込むこととすること。  

5 「行為類型」欄   

優数選択が可能であり、該当するものすべてにチェックすること。なお、「身体   

的虐待」とは法第2条第4項第1号イに該当する行為、「養護の著しい怠り」とは   

同号ロに該当する行為、「心：埋的虐待」と、は同号ハに該当する行為、「性的虐待」   

とは同号こに該当する行為、「経済的虐待」とは同項第2号に該当する行為をいう。  

6 「虐待の内容」欄   

「別紙記載のとおり」と記載の上、別紙を添付することとしても差し支えない。  

7 「参考事項」欄   

被害高齢者の言動、警察において講じた措置等市町村において高齢者虐待事案と   

して対処する際に参考となると思われるような事項があれば、記載すること。  

8 「担当者・連絡先」欄   

事案取扱者（相談受理者、現場臨場者等）ではなく、市町村への通報の窓口とな   

る生活安全部門の担当者について記載すること。  
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〟「  ⊂了   

高齢者虐待事案に係る援助依頼書   

年  月  日   

0 0 警察署長 殿  

PO市（町、村）長田  

高齢者虐待の防止、高齢者の養護に対する支援等に関する法律第12条第1項   

及び同条第2項の規定により、次のとおり援助を依頼します。   

依  時   年  月   日  時  分 ～  時  分  

頼  所  

事   

項  口周辺での待機 □その他（  ）   

（ふりがな）  

高  名   □男・・ □女  

生年月 日   年  月  日生（   歳）  

齢  所  口上記援助依頼場所に同じ  

□その他（  ）  

者  話   （  ）  番  

職 業 等  

（ふりがな）  

養  名   口男 ・ □女  

生年月 日   年  月  日生（   歳）  

護  所  ・口上記援助依頼場所に同じ  

ロその他（  ）  

者 
話   （  ）  番  

職 業 等  

等  

関  係  口その他親族（  ）  

口その他（  ）   

虐  行為類型   □身体的虐待 □養護の著い、怠り 口心理的虐痔   

待  ロ性的虐待  口経済的虐待  

の  

状  

況  

甜者の生舶は身体に重大な  

危険が生じていると認める理由  

警察の援助を必要とする理由  

担当者・連絡先   所属・役職l  底名l  

電話（  ）  番 内線  
携帯電話  

番   
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